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就学相談に関するアンケートの実施について（報告） 
 

１．実施の背景 

平成２８年度に実施した「教育委員会の点検・評価」の施策４「特別支援教育の推進」では、今

後の方向性として、相談対応力の向上を図るため、相談者の利用後の満足度を把握するフィー

ドバックアンケートの実施について検討することとしていました。 

そこで、当時策定中であった第２次特別支援教育実施計画の始期に合わせ、翌２９年度の就

学相談より、利用者に事後のアンケートを実施し、取組項目の一つである『就学相談の充実』

に向けた指標を得ることにしたものです。 

 

２．調査の概要 

・調査対象 平成２９年度に本市の就学相談を利用した保護者 ８８世帯 

（小学校への就学 ６４世帯および中学校への就学 ２４世帯） 

    ※相談のお申込みがあった １１７世帯中、以下のケースを除く。 

     ・保護者からの申し出による相談中止 ２２世帯 

     ・相談終了後に市外へ転出 ２世帯 

     ・特別支援学校幼稚部に在籍しており就学支援部会省略 ５世帯 

・実施時期 平成３０年８月 

・実施方法 アンケート用紙（別添１）の郵送による 

・有効回答 ４４（回答率５０.０％） 

 

３．回答結果（資料１）から読み取れること 

○就学相談の申込みのきっかけ 

・小学校への就学（年長児）では、「発達や行動などで心配があって」を理由に挙げた保護者が９

割を占めた。在籍園や主治医、発達相談員など、お子さんの成長発達を日頃から相談している

関係機関から勧められたことがきっかけになった方も３割を超えている。 

・中学校への就学（小学６年生）では、「特別支援学級に在籍していたから」を理由に挙げた保護

者が６割、「学習や生活面などで心配があって」、「在籍校の先生に勧められて」と回答した保護

者が５割であった。中には、「キラリの先生に勧められた」との回答もあった。 

○初回面談について 

・約６割の保護者が夏休み前（４～７月）に初回面談を行っており、うち２割は、就学相談説明

会（５月第２金･土曜日）よりも前に面談を予約している。就学の前年を迎えたら早めに相談し

たほうが良いことが保護者に浸透しつつあると言える。 

・初回面談の時間は、「ちょうど良い」と回答した保護者が７割を超え、おおむね妥当と思われる。 

・初回面談時の満足度を１０点満点で評価した場合、「相談員の第一印象や話しやすさ」が 8.16

点で最も満足度が高かった。反対に、満足度が低い点は「保護者の疑問の解消、不安の軽減」（6.60

点）、次いで「就学先決定に関連する学校等の情報提供」（6.74 点）であった。初回は、お子さ

んの基本情報の聴き取りに面談時間の大部分を費やしていること、また、お子さんの障害の状

況等について深く突っ込んだ話ができるまでの関係性には深まりにくいことから、保護者の要

望すべてにお応えする内容には至っていない。 

○特別支援学級や特別支援学校の「見学」について 

・半数以上の保護者が、特別支援学級の見学をしている。また、２割超の保護者が、学校公開日

等を活用して特別支援学級や特別支援学校の見学を個人的に実施している。 
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・見学して良かったこととして、「クラスの雰囲気や授業の様子が分かった」との回答が９割近く

で最も多く、次いで「学校の設備や教室環境が分かった」を選んだ保護者も８割いた。実際に

足を運んでみることで、在校生や学校の様子を理解することにつながっている。 

・改善や工夫を希望する点は、「見たい授業科目が選べると良い」が最も多く、「通常の学級も含

め学校全体の様子が知りたい」、「校区以外の学校も見学できると良い」との回答も４割近くに

上った。受け入れ先の校内事情や、学区制に基づく見学可能校の指定など制約はあるが、いろ

いろと見比べて就学先を判断したいという保護者の要望が現れている。 

○特別支援学級や特別支援学校の「体験」について 

・特別支援学級等の見学をした３１人中、４分の３にあたる児童が特別支援学級での授業を体験

している。また、特別支援学校で体験を実施した児童も２割を超えている。 

・体験して良かったこととして、「就学後の子どもの様子がイメージできた」との回答が約７割で

最も多く、次いで「教員や介助員の関わり方が分かった」を選んだ保護者も６割超であった。

また、「他の子どもたちの関わりを見ることができた」、「教材や授業の進め具合が分かった」と

の回答も４割前後あり、学んでいるお子さんの様子を実際に確かめられることに加え、在校生

からの優しい声かけや、教育課程の違いを知ることが就学先を決めるうえで大きな意味を持つ

ことがうかがえる。 

・改善や工夫を希望する点は、「体験したい授業科目が選べると良い」が最も多く、校区以外の学

校や、通常の学級でも体験ができると良いとの回答も、見学の希望と同様、上位を占めた。 

○就学相談のプロセスごとの満足度 

・プロセスごとの満足度を１０点満点で評価した場合、「相談員との連絡の取りやすさ」が 7.39

点で最もポイントが高かった。反対に、最も満足度が低かったのは「発達検査や医師診察の受

けやすさ・費用面」（5.02点）で、専門の医療機関の混雑状況や予約の取りにくさ、診断書作成

等にかかる保護者の費用負担、子ども未来センターで受ける場合の日時の制約などが、ポイン

トの低さにつながったものと考えられる。 

○就学支援等検討委員会からの提案について 

・就学支援等検討委員会の判断および就学先の提案を聞いた時の保護者のお気持ちとして、「希望

どおりでホッとした」との回答は５割にとどまり、約半数の保護者が不安やショック、提案へ

の疑問を感じている状況がうかがえる。中には、委員会判断に対する強い不信感を訴えるご意

見もあった。 

・最終的な就学先として、８割の児童が「就学支援等検討委員会からの提案と同じ就学先」を選

択しているが、２割弱の児童は「提案と異なる就学先」を選択している。東京都内の平均では、

１割程度の児童が提案と異なる就学先を選択しているとの統計があり、本市はその２倍である。 

・就学先の決定にあたっては、さまざまな要素を加味しながらも、最終的には「家族間の話し合

い」が決め手になったとの回答が２割超であった。保護者とお子さん本人、夫婦間、あるいは

祖父母との合意形成を支援していくことも、相談員の大切な役割の一つであると思われる。ま

た、「その他」のご意見として、在校生や卒業生の保護者の体験談や口コミも有用な情報として

挙げられている。 

・提案の方法等に関する改善点として、半数の保護者が「審議の経過や委員の顔ぶれを教えて欲

しい」、「個人情報の開示請求なしで相談資料のコピーが欲しい」、「通知文書の中に、提案理由

の詳細を書いて欲しい」など、判断結果がまとまるまでの透明性や妥当性、納得感を求めてい

る。また、子ども未来センターが開所している日中にご連絡の取りにくい保護者が増加してい

ることを反映し、連絡手段や時間帯について工夫を求めるご意見もあった。 
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○就学支援シートについて（小学校への就学児童） 

・就学相談を利用した年長児のうち、４分の３にあたる世帯が就学支援シートを利用しており、

ほぼ全員が入学前の学校面談も希望していた。就学相談を通じて支援ファイルが引き継がれる

ため、シートの提出は不要と考えた保護者も２人あったが、内容や活用場面の違いについて、

さらに保護者に分かりやすく周知していく必要がある。 

○就学後の学校生活の満足度 

・学校生活での支援や配慮に関する満足度を１０点満点で評価した場合、「担任の先生のご理解や、

相談のしやすさ」が 7.51点で最もポイントが高かった。反対に、最も満足度が低かったのは「校

内での就学支援ファイルの内容共有や配慮」（5.88 点）で、「就学相談で伝えていたことや医師

の所見が校内で共有されておらず、何度も話さなければいけなかった」、「教科の先生が変わる

たび、バラバラな対応をされて子どもが混乱した」などのご意見があった。 

・学校への引継ぎに関する改善点として、半数近い保護者が「どんな内容が引き継がれているの

か、保護者にも分かりやすくして欲しい」を選択している。また、「就学支援ファイルの十分な

共有と、統一的な配慮や支援」を望む声も高く、「就学先の先生が、就学前機関での子どもの様

子を見たり、担任の先生から直接話を聞いたりして欲しい」など、児童の状況をより深く理解

するための取り組みを期待するご意見が目立った。 

○就学相談の全体について 

・就学相談の全般をとおして、その満足度を１００点満点で評価した場合、全回答者４４人の平

均点は、７８.１点であった。１０点未満が２人（最低点２点）いたが、７０点以上の回答が８

割超を占めており、「１００点満点」と回答した保護者も３人いた。おおむね一定の評価を得て

いるものと考えられる。 

 

４．自由意見を含めた総括 

○就学相談の役割や対応範囲について、より一層丁寧な保護者への情報提供が必要。 

就学相談では、面談の内容・回数・間隔があらかじめほぼ固まっており、保護者側に主導

権がないことや、保護者の意向に沿わない提案を差し上げる場合があること、特別支援教

室（通級指導学級）の入級判定は別ルートでの審査が必要であるなど、保護者が想定して

いる相談の持ち方や、他自治体の流れと異なる点も多い。 

複数回の来談や受診費用のご負担もある中、就学相談にお寄せいただくご期待が高いほど、

裏を返せば、説明不足や行き違いにより、強い不信感や失望につながる。 

就学相談でできること・できないこと、メリット・デメリットを含め、保護者にとって、

なお一層の分かりやすい情報提供と相互理解が必要である。 

○特別支援学級等の見学や体験のあり方について、設置校との十分な連携や事前準備が必要。 

見学や体験は、学校開庁日の授業中に行うため、在籍している児童・生徒に支障を来さな

いよう、時間帯や参加する教科の調整等、必ずしも保護者の希望どおりに実施できない場

合もある。しかしながら、学校公開日の情報提供や、事前に保護者に学校要覧等の資料を

お渡しするなどの工夫により、学級担任の先生のご負担を増やさずに保護者の満足度を向

上させる余地はある。保護者に学校事情をご理解いただく取り組みも不可欠である。 

○就学支援等検討委員会の判断結果の伝え方に工夫や改善が必要。 

就学相談の過程で収集される児童の実態把握表や医師等の意見書、発達検査の結果等は、

本市の個人情報開示制度において「開示できない場合がある」とされている、「個人の評

価、診断、判定、指導、選考、相談等に関するもの」に該当する。そのため、就学支援等
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検討委員会の判断結果を保護者に提案する際は、これまで相談員等からの口頭による説明

を主な手段としてきたが、提案に対する保護者の納得感や信頼感、就学後のご協力を得る

うえでは、審議の経過や判断の根拠を明確にすることが不可欠である。また、引継ぎを受

けた学校側にとっても、実際の支援や配慮を行う際の有効な資料として保護者と共通認識

を持ちやすく、個別指導計画の作成等にもつなげやすいメリットがある。 

一方、詳細な議事録の公開は審議にあたる委員の率直な見立てや発言を妨げる可能性があ

る。その点に留意しつつ、情報開示の方法や基準について慎重な検討が必要であるが、保

護者との合意形成や、就学後の適応を円滑にするため、一歩進んだ対応が求められている。 

○就学後の継続相談の実施について、目的や効果、対象者の検証が必要。 

平成 29 年度の就学相談利用者より、就学後１年程度、相談を継続していく対象者の範囲

を拡げ、就学支援等検討委員会の提案と異なる就学先か否かを問わないこととした結果、

フォロー該当者が前年度の３倍に上っている。「就学後も心配ごとが生じたら、三者面談

で解決ができる」と歓迎する保護者がいる一方で、「継続相談を２回実施したが、意味が

ない」と感じる方もいるなど、継続相談の目的や、学校が行う支援や配慮について、保護

者と共通認識を持つまでに至っていないケースもある。就学後の状況によって、就学相談

を利用したことに対する評価が変化するため、学校との一層の連携が欠かせない。 

 

５．アンケート実施後の取り組みについて 

いただいたご意見・ご要望を踏まえ、以下の点について取り組みます。 

 ○平成 30年度中に実行するもの 

・集計結果について、校長会・副校長会、特別支援教育コーディネーター研修等の機会を活用し、

周知および今後のご協力を依頼する。また、市ホームページ等に掲載し、結果を公開する。 

・市内幼稚園、保育園等の就学前機関にも集計結果を送付し、就学支援ファイルの作成や園

の訪問による児童把握等へのご協力を、重ねて依頼する。 

・特別支援学級や特別支援学校の見学・体験を行う際、保護者には事前に学校要覧や教育課

程に関する資料を提供できるよう、相談員用の資料集を作成する。 

・31年 3月に、年中児（31年度就学相談対象者）の保護者向けに、就学相談のご案内チラシ

を配布し、より早期からの相談勧奨と、就学相談を受けるメリット等を周知する。 

 ○平成 31年度に向けて検討・準備するもの 

・従来は４月から相談の受付を開始し、５月に就学相談説明会を開催していたが、順序を逆

にし、就学相談説明会の開催後に受付が開始できるよう、説明会の開催時期を変更する。 

・初回面談の効率性および有効性を高めるため、保護者のニーズ（例：どんなことを就学相

談に期待しているか等）をより的確に把握できるような「受付票」を開発する。 

・保護者の育成団体が開催している先輩保護者の体験講演会や、保護者同士のおしゃべりカ

フェ等の活動を、これから相談を受けようと考えている保護者にどうご紹介していけるか、

共催のあり方を団体と協議する。 

・就学支援部会の記録および就学支援等検討委員会の審議経過について、まとめ方や引継ぎの

手段など、どのように保護者や学校と共有していくのが望ましいか、方法を検討する。 

・就学相談の質の維持・向上を図るため、定期的かつ継続的な研修のあり方を検討する。 

 

※回答者および相談員個人が特定されないことやプライバシーに配慮する観点から、調査項目の

うち、自由意見部分については非公開としています。 




















